
平成 ２１年 ３月 １９日

平成 ２１年度 ～ 平成 ２８年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率 93.0 91.3 93.2 96.2 95.3

職員給与費比率 63.2 64.6 65.8 63.2 65.6

病床利用率 61.3 52.2 46.9 42.1 54.6
２２年度まで対１３０床２
３年度１００床

材料費比率 22.6 21.4 21.9 21.1 21.9

委託費比率 9.9 10.2 9.1 8.8 8.9

企業債利息割合 5.3 4.4 2.9 2.6 2.9

減価償却費割合 8.1 7.1 7.3 6.5 6.3

上記目標数値設定の考え方

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主なも
の）

　経営黒字化の目標年度　平成３０年度　但し２４年度移転新築実施後は最低限、新築に関
わる減価償却費・支払利息の増を除いた黒字化と現金確保が目標。
職員給与比率は平成２５年度６２．４％を目標とし、３０年度５５％を目指します。
起債元金償還、減価償却等を考慮した資金確保を重点におきました。

（経常黒字化の目標年度：３０年度）

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)
（注）詳細は別紙添付

　第５次長野県保健福祉医療計画では、２次保健医療圏（上伊那保健医療圏）に おける群輪番制病院
と位置づけられています。当院としても、近隣伊那中央病院、昭和伊南病院と連携をとりつつ、併せて
岡谷・諏訪地区、松塩地区との病院とも連携をとりながら、上伊那医療圏における、とりわけ上伊那伊
北の１次・２次救急医療を担う病院として、経営改善を重点に、医師を確保しながら、医療体制整備の
努力をしていきます。
　改革の方向性としては、医療圏において、伊那中央病院をより急性期の病院と位置づけ、連携を強化
する中で、患者対応をし、当院は１次・２次救急の病院と、在宅復帰を目指すリハビリを中心とした回復
期の機能を有する病院としての役割を果たしていくものとします。

一般会計における経費負担の考え
方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

　総務省から示された、繰出基準に基づく繰入を基本とし、繰出基準外として、常勤医師減少による医
療機能確保にともなう費用等を繰り入れます。
 　・病院の建設改良に要する経費に対する繰入
 　　　建設改良及び企業債元金（補助金等特定財源を控除後）の２分の１（企業債元金にあっては１４
年度迄に借り入れたものにあっては３分の２）
 　・救急医療の確保に要する経費に対する繰入
　　　救急医療に係る経費−救急医療の収入−輪番補助
 　・医師及び看護師等の研究研修に要する経費に対する繰入
 　　　２分の１相当 　　ほか

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

病 院 名 　町立辰野総合病院

所 在 地 　辰野町大字伊那富３３５１番地

病 床 数 　許可病床数　１２５床（内休床１２床）

診療科目 　内科　外科　整形外科　産婦人科　耳鼻咽喉科　眼科　小児科　皮膚科

プ　ラ　ン　の　名　称 　町立辰野総合病院改革プラン

策　　　　定　　　　日 平成２３年３月１８日第１次改定

(別紙４） 公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名 　辰　野　町
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団体名
（病院名）

　町立辰野総合病院

１９年度実績 ２０年度実績 ２１年度実績 ２２年度 ２３年度 備考

１日平均外来患者数 304 297 275 250 253

１日平均入院患者数 80 68 61 55 55

救急患者取扱件数 2,213 2,562 2,582 2,200 2,200 対象時間外

栄養指導件数 474 417 488 580 550

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 １７年度 ７７．４％ 1８年度 ６８．５％ １９年度 ６１．３％

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築計
画の状況等

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

　業務委託　給食業務は直営と委託を併用しながら、直営部分を縮小します。滅菌業務は２
１年５月から一部委託しましたが、新病院では全面委託を基本に進めます。器械の保守に
ついて、職員で保守点検可能な部分については直営に変更します。清掃、リネン等について
は引き続き委託していきます。
　２２年４月から職員の勤務時間を職場実態に合わせて変更し、時間外勤務の縮減をはか
りました。

　平成１８年８月１日　１２床　休床　１１８床体制　３看護から２看護体制
　平成２２年亜急性期病床の導入（現在１５床）
　新病院は、平成２４年秋診療開始予定。病床数１００床（２５床減）透析３０床（４床増）
　訪問看護ステーションを平成２１年６月から併設
　経営形態の見直し　２４年度までに検討　２５年度方向性の結論

　業務委託と臨時　直営との経費比較実施
　職員配置の見直しについては、医療連携支援室開設準備のため２２年１月からレントゲン技師１名を兼務扱いと
し、開設後も引き続き兼務しています。医療機器の効率運用のため、機器の中央管理を２３年３月から実施しま
す。管理する職員は、技士で兼務扱いとします。ボイラー業務（兼ねて医療ガス点検、簡易専用水道点検等）につ
いて、現在臨時職員１名と委託３．５名で２４時間態勢をとっていますが、平成２３年５月から１６時間態勢としま
す。（５時から２１時まで早番遅番の２交代、臨時職員と委託で実施します。）　平成２５年度電子カルテ導入予定
　第２・第４土曜日の半日外来業務の検討　診療受付開始時間の変更検討
　給与比率の削減　目標　給与比率５５％（２５年度６２．４％３０年度５５％）

　２１年８月から透析センターの２３床を２６床に３床増床、新病院では２８床とし３０床まで計画的に増床します。
診療報酬加算の実施（退院調整加算の導入等）。
　医師の確保とこれに伴う収入増。　患者１日当たり診療収入の引き上げ。
　訪問看護ステーション等と連絡を密にし、在宅復帰をめざす病院とするためにリハビリ職員を増員し、収入の増
をはかります。特に訪問リハビリの取組による収入増。２１年１１月からは１名増の２名体制２３年４月からは３名
体制２５年からは４名体制を予定しています。院内のリハビリは、日曜を除く全日実施しています。
　新病院開院に伴い、特別室利用料金、テレビ使用料等の見直し。
　クレジット利用の導入。コンビニ収納の導入。
　健診業務の充実拡大。

　職員研修による職員自身の経営意識の向上
　経営機能検討委員会の継続実施
　各科・各部門による具体的点検、検証の実施

各年度の収支計画

そ
の
他
の
特
記
事
項

　許可病床数　１３０床　３看護体制　平成１８年８月１日１２床休床　２看護体制　透析２３床
平成２１年６月許可病床数１２５床に変更　２１年８月　透析２６床（３床増床）
　亜急性期病床の導入により、２２年度から運用病床数１１３床（休床１２床）
　移転新築する病院は、現状の病院機能を維持するとともに、在宅への復帰を目指した回
復期機能を有する病院とします。平成２２年度設計　２３年度建物建設　２４年秋診療開始
病床数は１００床　透析３０床
　訪問看護ス　テーション併設

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）
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団体名
（病院名）

　町立辰野総合病院

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りまと
める時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りまと
める時期を明記するこ
と。

その他特記事項

収入の確保、経費削減・抑制対策については、部門別・各科別に縮減目標に向けた細かい検証を恒常
的に行います。
移転新築の実施については、福寿苑の給食部門をはじめ、現病院の跡地利用の概略も併行して必要
となります。
現病院の解体に伴い、起債の繰上償還が発生します。繰上償還時における一時借入金のが不良債権
の発生につながらないように特に注意しました。

点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合その
概要）

　病院内での点検　評価（含む委託評価点検）
　行政・利用者（見識者）による点検評価

点検・評価の時期(毎年○月頃
等）

　点検　評価　毎年１０月〜１２月　翌年５月〜８月
　公表　翌年９月

討中の場合は複数可）

経営形態見直し計画の概要
＜時　期＞

　平成２２年度

　平成２３年度

　平成２４年度

　平成２５年度

＜内　容＞

　再編ネットワークを含め　公営企業法全部適用を基本に　検
討
　平成２３年病院建物建設
　経営形態も含めて病院の経営について検討
　２４年秋新病院診療開始
　新病院診療開始後の状況を再検討し、再度見直し
　結論及び実施

（該当箇所に

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

（該当箇所に

経営形態の見直し（検討）の方向
性

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
係
る
計
画

二次医療圏内の公立病院等配
置の現況

伊那中央病院　内科　神経内科　呼吸器科　消化器科　循環器科　小児科　外科　整形外科　形成外科　脳

神経外科　呼吸器外科　皮膚科　泌尿器科　産婦人科　眼科　放射線科　麻酔科　救急　病理　　　　　　　　　　　　　　常勤
医師５８名　研修医３名
昭和伊南総合病院　内科　小児科　外科　脳神経外科　皮膚科　泌尿器科　眼科　麻酔科　救急　検診

歯科　常勤医師２３名
両小野国保病院（両小野診療所）　内科　外科　麻酔科　常勤医師３名

都道府県医療計画等における
今後の方向性

　上伊那保健医療圏（２次保健医療圏）における救急告示医療機関及び病院群輪番制の病院に位置づけられ、
その方向性で維持をはかる。医療圏の基準病床数は２０年４月１日現在で７０床の余剰
　医療圏では、昭和伊南総合病院に救命救急センター１０床　地域周産期医療伊那中央病院（産科拠点病院）、
当院は健診連携病院　小児医療についても同様、伊那中央病院が強化病院に対し当院は連携病院
がん医療　昭和伊南総合病院、伊那中央病院、前沢病院が医療支援病院　脳卒中・急性心筋梗塞医療機関　伊
那中央病院

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

＜時　期＞
　
　平成２０年度

　平成２１年度

　平成２２年度

　

　平成２４年度

　平成２５年度

＜内　容＞

　上伊那医療問題研究会・町立辰野総合病院運営委員　会
等
　　　　上伊那地域における医療検討会において地域医療
、連携、再編・ネットワークについて段階的に検討

　ネットワーク特に再編についての検討

　検討結果　実施を目標

公営企業法財務適用

指定管理者制度

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

を記入、検

を記入）
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(別紙） 団体名
（病院名）

　町立辰野総合病院

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 1,703 1,552 1,494 1,469 1,514 1,460

(1) 1,615 1,463 1,358 1,336 1,300 1,330

(2) 88 89 136 133 214 130

50 51 98 90 166 78

２. 226 269 206 255 244 282

(1) 197 242 178 220 220 260

(2) 0 0 0 11 0 0

(3) 29 27 28 24 24 22

(A) 1,929 1,821 1,701 1,724 1,758 1,743

１. ｂ 1,943 1,842 1,766 1,777 1,757 1,751

(1) ｃ 1,049 981 966 967 957 958

(2) 409 351 320 322 320 320

(3) 354 378 366 379 377 376

(4) 126 126 106 107 98 92

(5) 5 6 6 3 6 6

２. 126 116 99 73 71 77

(1) 88 83 66 42 40 43

(2) 38 33 33 31 31 34

(B) 2,069 1,958 1,863 1,850 1,828 1,828

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 140 ▲ 137 ▲ 162 ▲ 126 ▲ 70 ▲ 86

１. (D)

２. (E) 0

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 0 0 0 0 0 0

▲ 140 ▲ 137 ▲ 162 ▲ 126 ▲ 70 ▲ 86

(G) 376 514 676 802 872 958

(ｱ) 601 517 341 296 305 258

(ｲ) 92 91 59 85 70 68

　 0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0 0

（※） 430 83 144 71 ▲ 24 45
(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
(c)
（a）

(H)
ａ

（※）N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。
　　○「N年度　単年度資金不足額」＝（「N年度の不良債務額」－「N－１年度の不良債務額」）
　　・不良債務額が負の数となる場合（不良債務が発生しない場合）においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること
　　例）「22年度単年度資金不足額▲30百万円」＝（「22年度不良債務額▲20百万円」－「21年度不良債務額10百万円」）

- - -

病床利用率 68.5 61.3 52.2 46.9 42.1 54.6

地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の
資金不足比率

- - -

▲ 18.9 ▲ 14.4 ▲ 15.5 ▲ 13.0地方財政法上の資金不足の割合 ×100 ▲ 29.9 ▲ 27.4

▲ 282 ▲ 211 ▲ 235 ▲ 190
地方財政法施行令第19条第１項
により算定した資金の不足額 (H) ▲ 509 ▲ 426

64.6 65.8 63.2 65.6職員給与費対医業収益比率 ×100 61.6 63.2

84.7 82.7 86.2 83.4医業収支比率 ×100 87.6 84.3

▲ 18.9 ▲ 14.3 ▲ 15.5 ▲ 13.0不良債務比率 ×100 ▲ 29.9 ▲ 27.4

91.3 93.2 96.2 95.3経常収支比率 ×100 93.2 93.0

▲ 235 ▲ 190
｛(ｲ)-(ｴ)｝-{(ｱ)-(ｳ)}

単年度資金不足額

0 0
又は未発行の額

差引
不良債務

(ｵ) ▲ 509 ▲ 426 ▲ 282 ▲ 211

0 0 0 0

純損益 (C)＋(F)

累積欠損金

不
 

良
 

債
 

務

流動資産

流動負債

うち一時借入金

翌年度繰越財源

当年度同意等債で未借入
(ｴ)

支払利息

その他

経常費用

特
別
損
益

特別利益

特別損失

その他

経常収益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医業費用

職員給与費

材料費

経費

減価償却費

その他

医業外費用

22年度（見込） 23年度

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医業収益

料金収入

その他

うち他会計負担金

医業外収益

他会計負担金・補助金

国(県)補助金

18年度(実績) 19年度（実績） 20年度（実績） 21年度（実績）



団体名
（病院名）

　町立辰野総合病院

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 192 428 0 60 1,320

２. 42 6 3 2 20 30

３. 1 38 68 49 100

４.

５.

６. 23 24 21 23 3 602

７.

(a) 65 223 490 93 132 2,052

(c)

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 65 223 490 93 132 2,052

１. 389 40 56 26 60 1,969

２. 99 288 496 122 124 132

３.

４.

(B) 488 328 552 148 184 2,101

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 423 105 62 55 52 49

１. 419 104 59 53 47 47

２.

３.

４. 4 1 3 2 5 2

(D) 423 105 62 55 52 49

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

（　  　　　） （ 22,000 ） （           ） （　  　　　） （ 35,420 ） （ 　　　　）

247,000 293,013 275,866 309,719 386,091 338,108

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

42,000 6,987 40,655 70,281 68,909 115,892

（　  　　　） （ 22,000 ） （　  　　　） （　  　　　） （ 35,420 ） （ 　　　　）

289,000 300,000 316,521 380,000 455,000 454,000

（注）
1
2 　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる

繰入金以外の繰入金をいうものであること。

収益的収支

資本的収支

合　　　計

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

(単位：千円）

18年度(実績) 19年度（実績） 20年度（実績） 21年度（実績） 22年度（見込） 23年度

当年度同意等債で未借入
(F)

又は未発行の額

実質財源不足額

補
て
ん
財
源

損益勘定留保資金

利益剰余金処分額

繰越工事資金

その他

計

(b)
支出の財源充当額

前年度許可債で当年度借入分

支
　
　
出

建設改良費

企業債償還金

他会計長期借入金返還金

その他

支出計

収
　
　
　
　
　
　
入

企業債

他会計出資金

他会計負担金

他会計借入金

他会計補助金

国(県)補助金

その他

収入計

うち翌年度へ繰り越される

18年度(実績) 19年度（実績） 20年度（実績） 21年度（実績） 22年度（見込） 23年度




